
一
一
月
七
日
の
臨
時
会
に
上
程

さ
れ
た
平
成
一
一
年
度
町
田
市
一

般
会
計
・
各
特
別
会
計
決
算
は
、

同
日
設
置
し
た
一
一
人
で
構
成
す

る

｢

決
算
特
別
委
員
会｣

に
付
託

し
、
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
第
四
回
定
例
会
初
日

の
一
二
月
一
日
の
本
会
議
に
お
い

て
、
審
査
結
果
を
委
員
長
が
報
告

し
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
、
意

見
を
付
し
て
認
定
し
ま
し
た
。

平
成
一
一
年
度
町
田
市
一
般
会

計
及
び
各
特
別
会
計
決
算
は
、
歳

入
総
額
一
、
九
五
九
億
四
、
六
二

三
万
四
千
円
に
対
し
、
歳
出
総
額

一
、
九
〇
七
億
四
九
五
万
二
千
円

で
形
式
収
支
は
五
二
億
四
、
一
二

八
万
二
千
円
と
な
り
、
翌
年
度
へ

繰
り
越
す
べ
き
財
源
を
差
し
引
い

た
実
質
収
支
額
は
三
五
億
八
、
八

四
三
万
六
千
円
の
黒
字
と
な
っ
て

い
る
。

財
政
分
析
に
お
い
て
は
、
財
政

力
の
強
弱
を
判
断
す
る
財
政
力
指

数
は
、
前
年
度
の
一
・
一
四
八
か

ら
本
年
度
は
一
・
〇
九
一
と
な
り

年
々
低
下
し
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
実
質
収
支
比
率
は
、
前

年
度
の
四
・
七
％
か
ら
三
・
八
％

に
低
下
し
て
い
る
。

次
に
経
常
収
支
比
率
は
、
八
〇

％
を
超
え
る
場
合
は
財
政
構
造
は

弾
力
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
経
常
収
支
比
率

は
、
前
年
度
に
比
べ
、
二
・
一
ポ

イ
ン
ト
悪
化
し
て
八
四
・
八
％
と

な
っ
て
い
る
。
特
に
経
常
経
費
充

当
一
般
財
源
が
年
々
増
加
し
て
お

り
、
な
か
で
も
物
件
費
に
充
当
さ

れ
る
一
般
財
源
の
比
率
の
上
昇
が

顕
著
で
あ
り
、
経
常
収
支
比
率
の

上
昇
に
影
響
を
与
え
、
財
政
構
造

は
、
ま
す
ま
す
硬
直
化
の
傾
向
に

あ
る
と
い
え
る
。

一
方
、
特
別
会
計
に
お
い
て

は
、
国
民
健
康
保
険
事
業
会
計
、

下
水
道
事
業
会
計
、
駐
車
場
事
業

会
計
は
、
い
ず
れ
も
赤
字
補
て
ん

の
た
め
の
繰
入
金
が
あ
り
、
と
り

わ
け
、
駐
車
場
事
業
会
計
は
、
収

支
の
バ
ラ
ン
ス
が
危
機
的
状
況
と

な
っ
て
い
る
。

各
会
計
相
互
間
に
重
複
計
上
さ

れ
た
繰
入
金
、
繰
出
金
の
額
を
控

除
し
た
純
計
決
算
額
は
、
受
託
水

道
事
業
会
計
を
除
き
、
各
特
別
会

計
す
べ
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
お

り
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
に

よ
り
収
支
を
維
持
し
て
い
る
現
状

で
、
こ
の
状
況
は
好
転
す
る
気
配

は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
一
般

会
計
の
歳
入
総
額
が
大
幅
に
増
加

し
て
い
る
の
は
、
主
に
臨
時
的
収

入
で
あ
る
基
金
の
取
り
崩
し
等
に

よ
る
繰
入
金
、
介
護
保
険
円
滑
導

入
臨
時
特
例
交
付
金
な
ど
の
国
庫

支
出
金
の
影
響
で
あ
り
、
歳
入
の

根
幹
を
な
す
市
税
収
入
が
二
年
連

続
し
て
落
ち
こ
ん
で
い
る
こ
と
を

相
原
・
小
山
土
地
区
画
整

理
事
業
地
内
企
業
誘
致
条

例
の
一
部
改
正

委
員

誘
致
条
例
に
は
、
進
出

側
か
ら
見
て
有
利
な
点
と
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。

担
当
者

固
定
資
産
税
及
び
都

市
計
画
税
に
相
当
す
る
額
の
範
囲

内
を
三
年
間
奨
励
金
と
し
て
交
付

し
ま
す
。

委
員

市
に
は
、
ど
の
く
ら
い

の
利
益
が
あ
る
の
か
。

担
当
者

区
画
整
理
事
業
地
内

に
進
出
す
る
多
摩
高
度
化
事
業
協

同
組
合
と
㈱
サ
ン
リ
オ
は
、
と
も

に
地
元
で
二
〇
〇
名
ぐ
ら
い
づ
つ

町
田
市
環
境
基
本
条
例

委
員

環
境
権
を
本
条
例
の
よ

う
に
定
義
す
る
と
認
識
の
違
い
に

よ
っ
て
問
題
が
起
き
る
の
で
は
。

担
当
者

全
国
的
に
見
て
環
境

権
を
定
め
て
い
る
の
は
鈴
鹿
市
の

み
で
あ
り
、
条
例
の
特
色
と
し
て

盛
り
込
む
に
至
り
ま
し
た
。
認
識

の
違
い
は
心
配
さ
れ
る
が
、
個
々

の
場
面
に
お
い
て
条
例
等
に
照
ら

し
合
わ
せ
て
判
断
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

委
員

条
例
に
罰
則
規
定
を
別

途
、
設
け
る
の
か
。

担
当
者

具
体
的
な
規
制
を
す

る
こ
と
は
予
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

雇
用
す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
進

出
し
て
か
ら
三
年
後
に
は
、
固
定

資
産
税
や
事
業
所
税
も
入
っ
て
き

ま
す
し
、
雇
用
さ
れ
た
方
の
市
都

民
税
も
入
っ
て
き
ま
す
。

災
害
対
策
費

委
員

ろ
水
機
ア
タ
ッ
チ
メ
ン

ト
は
、
ど
の
く
ら
い
も
つ
の
か
。

担
当
者

い
ま
ま
で
プ
ー
ル
の

水
を
塩
素
殺
菌
す
る
だ
け
だ
っ
た

も
の
を
こ
れ
に
通
す
こ
と
で
、
大

腸
菌
そ
の
他
の
細
菌
類
が
ろ
過
さ

れ
ま
す
。
連
続
で
使
用
し
て
も

一
、
二
週
間
ぐ
ら
い
は
、
も
つ
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
清
掃
す
る
と

ま
た
使
用
で
き
ま
す
。

財
政
事
務
費

委
員

公
共
施
設
整
備
等
基
金

積
立
金
、
約
一
億
五
、
八
〇
〇
万

円
に
つ
い
て
、
将
来
的
な
建
設
計

画
の
考
え
方
は
。

委
員

第
六
条
に

｢
市
民
の
責

務｣

と
あ
る
が
、
強
制
な
の
か
。

担
当
者

こ
れ
は
環
境
問
題
は

市
や
事
業
者
だ
け
で
は
解
決
で
き

る
も
の
で
は
な
く
、
市
民
も
と
も

に
行
動
し
、
実
践
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
の
考
え
か
ら
で
あ
り
、
強

制
規
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
転
車
対
策
費

委
員

放
置
自
転
車
等
移
送
料

に
つ
い
て
、
放
置
自
転
車
の
撤
去

を
市
内
各
駅
に
つ
い
て
週
二
回
行

う
の
か
。

担
当
者

今
回
は
町
田
駅
周
辺

の
み
を
週
二
回
と
し
、
そ
の
他
の

駅
は
従
来
ど
お
り
月
一
回
行
っ

て
、
あ
と
は
必
要
に
応
じ
て
行
い

た
い
。

委
員

鶴
川
駅
前
は
通
勤
・
通

学
者
の
放
置
自
転
車
が
多
く
、
月

一
回
で
は
足
り
な
い
の
で
は
。

担
当
者

鶴
川
駅
の
周
辺
は
禁

担
当
者

大
ホ
ー
ル
、
庁
舎
に

一
億
円
を
積
ん
で
、
そ
の
他
一
般

公
共
と
し
て
五
、
八
〇
〇
万
円
積

ま
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
大
ホ
ー

ル
、
庁
舎
は
八
〇
億
円
超
を
一
定

の
目
標
に
し
て
積
み
立
て
が
で
き

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
般
公

共
の
方
は
、
今
後
い
ろ
い
ろ
な
施

設
等
の
建
設
事
業
が
出
て
く
る
と

思
う
の
で
、
で
き
る
だ
け
積
み
立

て
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
費

委
員

支
援
セ
ン
タ
ー
の
基
本

的
な
構
想
及
び
今
後
の
計
画
は
ど

止
区
域
を
設
け
て
お
ら
ず
、
し
か

も
、
放
置
自
転
車
の
ほ
と
ん
ど
が

警
告
書
を
つ
け
て
も
そ
の
日
の
う

ち
に
移
動
し
て
し
ま
い
、
撤
去
に

は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
禁
止
区
域

を
設
け
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
建

物
を
設
置
し
て
収
容
で
き
る
場
所

を
設
け
な
け
れ
ば
、
難
し
い
と
考

え
て
お
り
、
区
画
整
理
の
区
域
内

に
場
所
が
確
定
で
き
れ
ば
早
急
に

検
討
し
た
い
。

町
田
市
体
育
施
設
条
例
の

一
部
改
正

委
員

使
用
料
の
引
き
上
げ
、

駐
車
場
の
有
料
化
に
よ
り
、
市
民

う
な
っ
て
い
る
か
。

担
当
者

児
童
支
援
セ
ン
タ
ー

に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
課
、
公

立
保
育
園
で
七
月
末
に
公
立
保
育

園
子
育
て
支
援
事
業
推
進
会
議
を

組
織
し
、
そ
の
中
に
子
ど
も
支
援

セ
ン
タ
ー
部
会
を
設
け
、
現
在
検

討
し
て
い
る
最
中
で
す
。
子
ど
も

家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

は
、
単
に
相
談
を
受
け
る
だ
け
で

な
く
、
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

意
識
し
た
相
談
と
な
っ
て
く
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
、
人
材
の
要
請
及

び
研
修
体
制
の
充
実
が
不
可
欠
で

す
。
ま
た
、
児
童
相
談
所
、
教
育

相
談
所
、
医
療
機
関
、
学
校
関
係

そ
し
て
、
庁
内
で
の
さ
ま
ざ
ま
な

機
関
と
の
連
携
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
、
地
域
に
お
け
る
子
育

て
グ
ル
ー
プ
の
支
援
等
、
課
題
が

あ
り
ま
す
。
今
後
の
予
定
は
、
来

年
四
月
以
降
に
実
施
設
計
、
八
月

以
降
に
工
事
着
工
、
二
〇
〇
二
年

の
負
担
が
ふ
え
る
が
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
。

担
当
者

使
用
料
に
つ
い
て

は
、
行
財
政
改
革
委
員
会
で
二
倍

と
い
う
答
申
で
し
た
が
、
各
市
の

状
況
等
か
ら
理
事
者
と
調
整
し
て

一
・
三
倍
に
し
ま
し
た
。
駐
車
場

に
つ
い
て
は
、
三
〇
〇
円
と
い
う

答
申
で
し
た
が
、
利
用
す
る
市
民

に
と
っ
て
、
負
担
に
な
ら
な
い
よ

う
に
、
最
低
の
料
金

(

一
〇
〇

円)

で
設
定
し
ま
し
た
。

委
員

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

の
利
用
時
間
が
午
前
、
午
後
、
夜

間
に
な
っ
て
い
る
が
、
連
続
で
使

い
た
い
市
民
の
要
望
が
多
い
と
聞

く
。
今
回
の
改
正
に
伴
い
検
討
さ

れ
た
の
か
。

担
当
者

町
田
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
ル
ー
ム
は
非
常
に
評
判
が
よ

く
、
他
市
と
比
べ
て
利
用
率
が
高

い
た
め
、
機
械
が
休
む
時
間
が
な

い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

三
月
に
竣
工
し
、
四
月
に
は
、
開

所
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
適
正
実
施

指
導
事
業
費
補
助
金

委
員

事
業
補
助
金
は
、
ど
ん

な
事
業
を
対
象
と
し
た
も
の
か
。

担
当
者

東
京
都
の
制
度
で
、

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
適
正
化
、
あ
る
い

は
利
用
者
が
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
比

較
的
幅
広
く
適
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
回
は
介
護
保
険
苦
情
相
談

の
費
用
に
対
す
る
も
の
で
す
。

委
員

苦
情
処
理
相
談
の
状
況

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

担
当
者

苦
情
相
談
は
、
東
京

都
、
国
保
連
合
会
、
市
の
三
者
で

行
っ
て
い
る
が
、
九
割
以
上
は
市

に
き
て
い
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
関
係

に
つ
い
て
は
、
都
の
数
件
を
除
い

て
、
ほ
と
ん
ど
市
で
対
応
し
て
い

ま
す
。

か
ら
、
調
子
の
悪
い
機
械
か
ら
リ

ー
ス
に
変
え
て
い
く
の
で
、
そ
れ

に
合
わ
せ
て
検
討
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

町
田
市
国
民
健
康
保
険
事

業
会
計
補
正
予
算

委
員

口
座
振
替
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
の

か
。担

当
者

口
座
振
替
は
、
現
在

三
八
％
の
方
が
利
用
さ
れ
、
口
座

振
替
分
の
収
納
率
は
九
六
％
を
超

え
て
い
ま
す
。
収
納
対
策
と
し
て

は
、
口
座
振
替
を
い
か
に
多
く
の

方
に
利
用
し
て
い
て
い
た
だ
く
か

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
期
間
中
三
、
五
〇
〇
人
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
口
座
振
替
を
利

用
し
て
い
な
い
方
は
四
万
五
、
〇

〇
〇
人
い
る
の
で
、
そ
の
方
た
ち

に
口
座
振
替
申
込
書
を
郵
送
し
ま

す
。
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������������������������
市議会には､ ４つの常任委員会が設置さ
れており､ 本会議で付託された議案・請願
等､ 各所管事項について詳細にわたり審査
を行いました｡ その中から､ 各委員会の主
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